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 広島県警察本部公告第 48号（令和８年２月 24日付）で公告した一般競争入札（以下「入

札」という。）実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるもの

とする。 

 

１ 調達内容 

 (1) 調達物品及び購入予定数量 

  ア トナーカートリッジ キヤノン製 CRG-062H 400本 

  イ トナーカートリッジ キヤノン製 CRG-056H 400本 

  ウ トナーカートリッジ キヤノン製 CRG-057H 300本 

 (2) 調達物品の特質等 

   別紙１－１「トナーカートリッジ仕様書」のとおり 

 (3) 契約期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 (4) 納入場所 

   別紙１－２「納入場所一覧表」のとおり 

 (5) 入札方法 

   １(1)の各区分の１本当たりの単価にそれぞれの年間予定購入数量を乗じて算出した

額の合計金額で入札に付する。（契約は単価契約とする。） 

   なお、入札書は別紙２「入札書」を使用すること。 

 (6) 入札書の記載方法及び記載例 

  ア 記載方法 

    消費税及び地方消費税相当額を含めた金額を入札額とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び

地方消費税相当額を含めた金額（１円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切

り捨てるものとする。）を入札書に記載すること。 

    なお、入札者は、物品の納入に要する経費等の一切の諸経費を含めた金額を入札書

に記載すること。入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印を

しておかなければならない。ただし、入札金額の訂正はできないものとする。 

  イ 記載例 

    別紙３のとおり 

 (7) 入札条件及び禁止事項 

   入札書の裏面に記載のとおり 

 (8) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   〒730-8507 広島市中区９番 42号 

   広島県警察本部総務部会計課用度第二係 

   電話(082) 228-0110（内線 2217） 



２ 入札参加資格 

 (1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であ 

ること。 

 (2) 令和６年広島県告示第 607号（令和７年から令和９年までの間において県が行う物品 

及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等）によって｢01Ｂ 文 

具・事務機器」又は「04Ａ 情報通信機器」の資格を認定されている者であること。 

 (3) 広島県の指名除外を当該調達の公告日から開札日までのいずれの日においても受けて

いない者であること。 

 (4) 仕様書に示された要件を全て満たしている物品を納入することができる者であるこ

と。 

 

３ 入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）について 

 (1) 入札参加希望者は別紙４「申請書」及び別紙５「誓約書」を提出期限内に提出し、入

札参加資格の確認を受けなければならない。 

 (2) 申請書の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 

 (3) 申請書に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。 

 (4) 申請書の提出は、持参、郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する

法律（平成 14年法律第 99号）第２条第６項に規定する同条第２項に規定する信書便の

役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。）又は電子メールによる。ただし、

郵送等又は電子メールによる場合は、期限までに必着することとする。 

  ア 提出先 

    上記１(8)の場所 

  イ 提出期限 

    令和８年３月６日（金） 午後５時 

  ウ 入札参加資格確認結果の通知 

    令和８年３月 11日（水）までに通知する。 

 

４ 仕様書等について 

  仕様書等に対する質問がある場合は、別紙６「仕様書等に対する質問書」を提出するこ 

と。 

 ア 提出先 

   上記１(8)の場所 

 イ 提出期限 

   令和８年３月 11日（水） 午後５時 

 ウ 質問の回答 

   令和８年３月 13日（金）までにする。 



５ 入札参加条件 

 (1) 上記２の資格を有する者であること。 

 (2) 申請書を提出期限内に提出し、本件入札参加の確認を受けた者であること。 

 

６ 入札手続等 

 (1) 入札書の提出期限、提出先及び提出方法 

  ア 提出期限 

    令和８年３月 19日（木） 午後５時 

  イ 提出先 

    上記１(8)の場所 

  ウ 入札書の提出方法 

    封筒に入札件名及び入札日時を記載し、持参又は郵送等により提出すること。郵送

等による場合は、上記アの期限までに必着することとする。この場合においては、二

重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を

記載し提出しなければならない。 

 (2) 開札の日時及び場所 

  ア 日時 

    令和８年３月 23日（月） 午後１時 30分 

  イ 場所 

    広島市中区基町９番 42号 

    広島県庁東館 13階会議室 

 

７ 入札参加者の義務 

  入札参加者は、入札説明書及び別紙３「記載例」を熟読の上、入札しなければならない。 

この場合において、入札説明書及び別紙３「記載例」についての不知又は不明を理由と 

して、入札書提出後に異議を申し立てることはできない。 

 

８ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金及び契約保証金 

   免除 

 (3) 契約書作成の要否 

   要 

   契約条項については別紙７「契約書（案）」のとおり。 

 (4) 再度入札 



   再度入札は５回までとする（トータル６回まで）。 

   なお、再度入札は後日実施するため、別途指示する。 

 (5) 入札の無効 

   広島県警察本部公告第 48 号に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際し

ての注意事項に違反した入札、入札参加条件を満たさない者による入札その他広島県契

約規則（昭和 39年広島県規則第 32号）第 21条各号に該当する入札は無効とする。 

   再度入札の執行において、前回有効な入札の最低入札価格を告げるので、当該最低入

札価格未満の額で入札を行うこと。当該最低入札価格以上の入札があった場合、その入

札は無効となる。 

 (6) 落札者の決定方法 

   広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価

格をもって入札をした者を落札者と決定する最低価格落札方式とする。落札となるべき

同価の入札をした者が２人以上あるときは、その場で直ちに当該入札者にくじを引か

せ、落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者（開札に立ち会っていない

者を含む。）があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引

かせるものとする。 

 (7) 入札の辞退 

  ア 入札執行前の辞退 

    別紙８「入札辞退届」を直接持参又は入札の前日までに到達するものに限り郵送等

により提出するものとする。 

  イ 入札執行中における入札辞退 

    入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出するものとする。 

 (8) 購入予定数量 

   上記１(1)の購入予定数量は過去の実績等により算出したものであり、当該予定数量 

を保証するものではない。 

 (9) 入札の延期及び中止 

   本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは

削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。 

 

９ 問合せ先 

  〒730-8507 広島市中区基町９番 42号 

  広島県警察本部総務部会計課用度第二係（広島県庁東館 15階） 

  電話(082) 228-0110（内線 2217） 

  メールアドレス psoyoudo@pref.hiroshima.lg.jp 

 


